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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタを有する基板と、
　前記基板を保護する電気品上カバーと、
　前記基板を保護し、側面に溝が設けられた電気品下カバーと、
　前記コネクタに接続するケーブルを通す穴を有し、前記溝を挟み込むようにして取り付
けられるブッシングと、を備え、
　前記穴は、その中心から放射状の複数のスリットにより設けられ、
　前記スリットのうち少なくとも一つは、前記溝の開口側に開口しており、
　前記電気品下カバーは、第１のカバーと第２のカバーとで構成され、
　前記ブッシングは、
　前記第１のカバーの側面に設けられた前記溝に取り付けた際に前記第１のカバーの底面
の一部を覆うリブを有し、該リブが前記第１のカバーと前記第２のカバーとの間に挟まれ
ることで固定される
　ことを特徴とするエネルギー計測装置。
【請求項２】
　前記溝は、前記電気品下カバーの側面に設けられ、
　前記穴は、前記溝内に位置するように設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載のエネルギー計測装置。
【請求項３】
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　前記溝はＵ字形状である
　ことを特徴とする請求項１または２に記載のエネルギー計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブル挿入口を改良したエネルギー計測装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基板などを保護するケースの一側面にケーブルを引き込むための引き込み口が形
成されており、その引き込み口にブッシングが取り付けられているものがある（例えば、
引用文献１～３参照）。
【０００３】
　引用文献１に記載の技術では、ケースの一側面にＵ字形状のＵ字溝が複数形成されてお
り、各Ｕ字溝に穴の開いたブッシングが取り付けられている。
　引用文献２に記載の技術では、ケースの一側面にＵ字溝が複数形成されており、その一
側面にＵ字溝の数と同数の穴が開いたブッシングが一つ取り付けられている。
　引用文献３に記載の技術では、ケースの一側面に穴が形成されており、その穴に中心か
ら放射状に複数のスリットが形成されたブッシングが取り付けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－７８８６５号公報
【特許文献２】実用新案登録第２５００８６１号公報
【特許文献３】実開平２－１２７０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１～３に記載のような従来の技術では、ケースの一側面から引き込み
口であるブッシングの穴にケーブルを通す必要があったため、その作業を作業スペースが
狭い場所や視認性が悪い場所で行う場合は難しくなり、作業に時間がかかってしまうとい
う課題があった。
【０００６】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、引き込み口にケーブル
を容易に通すことができるエネルギー計測装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るエネルギー計測装置は、コネクタを有する基板と、前記基板を保護する電
気品上カバーと、前記基板を保護し、側面に溝が設けられた電気品下カバーと、前記コネ
クタに接続するケーブルを通す穴を有し、前記溝を挟み込むようにして取り付けられるブ
ッシングと、を備え、前記穴は、その中心から放射状の複数のスリットにより設けられ、
前記スリットのうち少なくとも一つは、前記溝の開口側に開口しており、前記電気品下カ
バーは、第１のカバーと第２のカバーとで構成され、前記ブッシングは、前記第１のカバ
ーの側面に設けられた前記溝に取り付けた際に前記第１のカバーの底面の一部を覆うリブ
を有し、該リブが前記第１のカバーと前記第２のカバーとの間に挟まれることで固定され
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係るエネルギー計測装置によれば、ブッシングの一端を突き抜けているスリッ
トからケーブルを通すことができるため、引き込み口にケーブルを容易に通すことができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の前面意匠パネルを外した分解斜
視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の電気品上カバーを外した分解斜
視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るブッシングの正面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の電気品上カバーを外してブッシ
ングの引き込み口にケーブルが通された分解斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る板金下カバーにブッシングを取り付ける際の斜視図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態に係る板金下カバーにブッシングを取り付けた際の側面断面
図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る板金下カバーにブッシングを取り付けた際の上下逆さ
にした斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る板金下カバーにブッシングを取り付けた際のＤ－Ｄ断
面図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係るブッシングが取り付けられた板金下カバーに基板を
保持した樹脂下カバーを取り付ける際の斜視図である。
【図１１】図１０を平面視した図である。
【図１２】図１１のＡ－Ａ断面図である。
【図１３】図１１のＢ矢視図である。
【図１４】図１１のＣ－Ｃ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形
態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさ
の関係が実際のものとは異なる場合がある。
　エネルギー計測装置（以下、単に装置と称する場合がある）は、分電盤、ガスメーター
、水道メーターなどと接続され、それらから得た情報を元に各種使用量を計測し、その結
果を有線または無線でＰＣなどのモニタに出力するものである。
【００１１】
　実施の形態．
　図１は、本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の分解斜視図、図２は、本発明
の実施の形態に係るエネルギー計測装置の前面意匠パネル１を外した分解斜視図、図３は
、本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の電気品上カバー２を外した分解斜視図
である。
　本実施の形態に係るエネルギー計測装置は、直方体形状（厳密に直方体でなくてもよい
）であり、基板３と、電気品下カバー５と電気品上カバー２とからなる電気品箱と、ブッ
シング４と、前面意匠パネル１と、筐体６とで構成されている。
【００１２】
　基板３は、電子部品が実装され、電気やガスなどのエネルギーを計測する機能を備えて
いる。また、基板３はコネクタ３ａを有し、コネクタ３ａには駆動用の電力を供給する電
源、分電盤から電力使用量を計測するための情報を伝達する電線、ＰＣなどのモニタに出
力する情報を伝達する有線ＬＡＮなど（以下、それらをまとめてケーブルと称する）が接
続される。
　電気品箱は基板３を収納して保護するもので、電気品下カバー５と電気品上カバー２と
からなる。電気品下カバー５は、基板３を裏面から保持する樹脂下カバー５ａと、樹脂下
カバー５ａを覆う板金下カバー５ｂとで構成され、電気品上カバー２は、基板３を表面か
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ら覆い蓋をする樹脂上カバー２ａと、樹脂上カバー２ａを覆う板金上カバー２ｂとで構成
されている。
【００１３】
　板金上カバー２ｂ及び板金下カバー５ｂは金属製であり、それらで樹脂製の樹脂上カバ
ー２ａ及び樹脂下カバー５ａを覆い、内部発火が外部に漏れないように、または外部発火
が内部に侵入しないようにしている。
　ブッシング４は、基板３のコネクタ３ａに接続するケーブルが板金下カバー５ｂのエッ
ジに触れて損傷しないようにそのエッジを覆い、ケーブルを保護するものである。ブッシ
ング４にはケーブルを通す穴４ａ（以下、引き込み口とも称する）が形成されており、ま
た、板金下カバー５ｂの（短手側の）一側面に形成されたＵ字形状のＵ字溝５ｂａに取り
付けられて板金下カバー５ｂのエッジを覆う。なお、ブッシング４は、作業者の指が板金
下カバー５ｂ（または板金上カバー２ｂ）のエッジに触れて怪我しないように指を保護す
る役割も果たす。
【００１４】
　前面意匠パネル１は樹脂製であり、電気品箱（板金上カバー２ｂ）の上側に取り付けら
れ、エネルギー計測装置の前面及び前面側側面の意匠を構成する着脱可能なパネルである
。
　筐体６は樹脂製であり、電気品箱（板金下カバー５ｂ）の下側に取り付けられ、エネル
ギー計測装置の背面及び背面側側面の意匠を構成し、また、図示省略のネジ受けを有し、
そのネジ受けを壁面などの設置面に打ち込まれたネジに掛け、エネルギー計測装置を設置
面に設置するためのものである。また、筐体６は、引き込み口側（下側）の側面に樹脂製
の分割筐体６ａが着脱自在に取り付けられている。なお、本実施の形態では筐体６に分割
筐体６ａが取り付けられているものとして説明する。
【００１５】
　次に、ブッシング４について説明する。
　図４は、本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置のブッシング４の正面図、図５
は、本発明の実施の形態に係るエネルギー計測装置の電気品上カバー２を外してブッシン
グ４の引き込み口にケーブル７が通された分解斜視図である。
　ブッシング４はゴム製であり、基板３のコネクタ３ａに接続するケーブル７が板金下カ
バー５ｂのエッジに触れて損傷しないようにそのエッジを覆い、ケーブル７を保護するも
のである。ブッシング４は、板金下カバー５ｂの一側面に形成されたＵ字溝５ｂａのエッ
ジを挟み込むようにして取り付けられ、板金下カバー５ｂのエッジを覆う。また、ブッシ
ング４には穴４ａが形成され、その穴４ａにケーブル７を通すことによりケーブル７を保
護する。なお、ブッシング４は、作業者の指が板金下カバー５ｂのエッジに触れて怪我し
ないように指を保護する役割も果たす。
【００１６】
　図４に示すように、板金下カバー５ｂの一側面にケーブル７を通すための溝が、一端が
開口したＵ字形状に３つ形成されており、そのＵ字溝５ｂａの数と同数の穴４ａが形成さ
れたゴム製のブッシング４が、板金下カバー５ｂの一側面に取り付けられる。ブッシング
４の穴４ａは、その中心（厳密に中心でなくてもよい）から放射状に複数のスリット４ｂ
が入ることにより形成されている。また、ブッシング４の穴４ａの中心は、ブッシング４
を板金下カバー５ｂの一側面に取り付けた際に、各Ｕ字溝５ｂａの中央（厳密に中央でな
くてもよい）となる位置に形成されている。なお、本実施の形態でＵ字溝５ｂａの数は３
つであるが、それに限定されるものではない。
【００１７】
　ケーブル７の引き込み口であるブッシング４の穴４ａが複数のスリット４ｂにより形成
されているのは、ケーブル７の引き込み口を大きくし、かつ引き込み口から装置内部に埃
などが侵入するのを防ぐためである。ブッシング４はゴム製であり、ケーブル７を穴４ａ
に通した後、その際に押された部分が弾性力で元の位置に戻ろうとするため、ケーブル７
と穴４ａとの間の隙間を塞ぐことができる。
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【００１８】
　また、複数のスリット４ｂのうち、Ｕ字溝５ｂａの開口側（図４の真上方向）に向かう
スリット４ｂは、開口側の一端を突き抜けている（以後、突き抜けスリット４ｃと称する
）。
　ケーブル７の引き込み口であるブッシング４の穴４ａにケーブル７を通す作業を、作業
スペースが狭い場所や視認性が悪い場所で行わなければならない場合、その作業が難しく
なり時間がかかってしまう。
【００１９】
　そこで、突き抜けスリット４ｃを形成することによって、そこからケーブル７を穴４ａ
に通すことができるため、穴４ａにケーブル７を容易に通すことができる。
　そして、突き抜けスリット４ｃからケーブル７を穴４ａに通した後で、板金上カバー２
ｂを取り付けることにより、突き抜けスリット４ｃが塞がれるので、そこからケーブル７
が出てしまうのを防ぐことができる。
【００２０】
　以上より、ブッシング４は、Ｕ字溝５ｂａの数と同数の穴４ａが形成されており、穴４
ａはその中心から放射状に複数のスリット４ｂが入ることにより形成されているため、ケ
ーブル７と穴４ａとの間の隙間を塞ぐことができ、穴４ａから装置内部に埃などが侵入す
るのを防ぐことができる。
【００２１】
　また、複数のスリット４ｂのうち、Ｕ字溝５ｂａの開口側（図４の真上方向）に向かう
スリット４ｂを、開口側の一端を突き抜けている突き抜けスリット４ｃとすることで、そ
こからケーブル７を穴４ａに通すことができるため、穴４ａにケーブル７を容易に通すこ
とができる。
　また、ケーブル７の引き込み口であるブッシング４の穴４ａを複数形成することにより
、電源、電線、有線ＬＡＮなどケーブル７の種類ごとに分けて通すことができる。
【００２２】
　次に、ブッシング４のエネルギー計測装置への取り付け方法について説明する。
　図６は、本発明の実施の形態に係る板金下カバー５ｂにブッシング４を取り付ける際の
斜視図、図７は、本発明の実施の形態に係る板金下カバー５ｂにブッシング４を取り付け
た際の側面断面図、図８は、本発明の実施の形態に係る板金下カバー５ｂにブッシング４
を取り付けた際の上下逆さにした斜視図、図９は、本発明の実施の形態に係る板金下カバ
ー５ｂにブッシング４を取り付けた際のＤ－Ｄ断面図、図１０は、本発明の実施の形態に
係るブッシング４が取り付けられた板金下カバー５ｂに基板３を保持した樹脂下カバー５
ａを取り付ける際の斜視図、図１１は、図１０を平面視した図、図１２は、図１１のＡ－
Ａ断面図、図１３は、図１１のＢ矢視図、図１４は、図１１のＣ－Ｃ断面図である。
【００２３】
　まず、ブッシング４をＵ字溝５ｂａが形成された板金下カバー５ｂの一側面に取り付け
る。この際、ブッシング４は、図７に示すように板金下カバー５ｂのＵ字溝５ｂａのエッ
ジ５ｂｃを挟み込むようにして取り付けられる。そのため、ブッシング４は板金下カバー
５ｂに対して前後方向（長手方向）に動かないようになっている。また、図９に示すよう
にブッシング４の上側両端の角は、板金下カバー５ｂの切り欠き部５ｂｄで押さえ付けら
れている。そのため、ブッシング４は板金下カバー５ｂに対して上下方向に動かないよう
になっている。
【００２４】
　また、ブッシング４には、図７及び図８に示すように板金下カバー５ｂの底面５ｂｂの
一部を覆うリブ４ｄが設けられている。
　このリブ４ｄは、ブッシング４を固定するためのもので、図９に示すようにブッシング
４が取り付けられた板金下カバー５ｂに基板３を保持した樹脂下カバー５ａを取り付ける
際、図１２及び図１４に示すようにリブ４ｄが板金下カバー５ｂと樹脂下カバー５ａとの
間に挟まれる。そのため、ブッシング４はそれらによって固定され、電気品下カバー５に
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【００２５】
　さらに、図３に示すように電気品上カバー２をその上から取り付けることにより、突き
抜けスリット４ｃが塞がれるので、上述したようにそこからケーブル７が出てしまうのを
防ぐことができる。
【００２６】
　以上のように、ブッシング４は、板金下カバー５ｂのＵ字溝５ｂａのエッジ５ｂｃを挟
み込むようにして取り付けられるため、板金下カバー５ｂに対して前後方向（長手方向）
に動かず、また、上側両端の角が板金下カバー５ｂの切り欠き部５ｂｄで押さえ付けられ
ているため、板金下カバー５ｂに対して上下方向に動かないようになっている。
【００２７】
　また、ブッシング４には、板金下カバー５ｂの底面５ｂｂの一部を覆うリブ４ｄが設け
られており、このリブ４ｄが板金下カバー５ｂと樹脂下カバー５ａとの間に挟まれること
により固定されるため、電気品下カバー５に対して上下方向に動かないようになっている
。さらに、電気品上カバー２をその上から取り付けることにより、突き抜けスリット４ｃ
が塞がれるので、そこからケーブル７が出てしまうのを防ぐことができる。
【符号の説明】
【００２８】
　１　前面意匠パネル、２　電気品上カバー、２ａ　樹脂上カバー、２ｂ　板金上カバー
、３　基板、３ａ　コネクタ、４　ブッシング、４ａ　（ブッシングの）穴、４ｂ　（ブ
ッシングの）スリット、４ｃ　（ブッシングの）突き抜けスリット、４ｄ　（ブッシング
の）リブ、５　電気品下カバー、５ａ　樹脂下カバー、５ｂ　板金下カバー、５ｂａ　（
板金下カバーの）Ｕ字溝、５ｂｂ　（板金下カバーの）底面、５ｂｃ　（板金下カバーの
）エッジ、５ｂｄ　（板金下カバーの）切り欠き部、６　筐体、６ａ　分離筐体、７　ケ
ーブル。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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